
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

令和６年６月 13 日答申分 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの       ０件 

        国 民 年 金 関 係       ０件 

        厚生年金保険関係       ０件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの            ７件 

        国 民 年 金 関 係       ４件 

        厚生年金保険関係       ３件 

 

    （３）年金記録の訂正請求を却下としたもの  ０件 

        国 民 年 金 関 係       ０件 

        厚生年金保険関係       ０件 

 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300630 号 

厚生局事案番号 ：  近畿（国）第 2400008 号 

 

第１ 結論 

昭和 60 年４月から平成３年 10 月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 60年４月から平成３年 10月まで              

子供ができたことを機に、夫婦で国民年金に加入しようと思い、昭和 63年 10 月頃に当時

同居していた母の知り合いの市役所の職員、もしくは市役所の依頼を受けた徴収員か自治会

の集金人（以下「集金人」という。）に自宅まで来てもらって加入手続をした。 

その際に、集金人の勧めに従って昭和 60 年４月まで遡って数年分の国民年金保険料を現

金で納付し、その後口座振替を開始するまでの国民年金保険料についても、自宅において集

金人にその都度現金で納付したのに、請求期間の国民年金保険料が未納となっているので、

調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、請求期間について、昭和 63 年 10 月頃に自宅において集金人を通じて国民年金の

加入手続をし、その際に遡って数年分の国民年金保険料を現金で納付した旨、その後の国民年

金保険料についても、自宅において集金人にその都度現金で納付した旨主張しているが、初め

て国民年金の加入手続が行われた場合、年金記録を管理するための国民年金手帳記号番号（以

下「記号番号」という。）が払い出されるところ、請求者の記号番号（＊）前後の国民年金被保

険者の記録から判断すると、請求者の加入手続は請求期間より後の平成３年 10 月頃に行われ

たと推認でき、請求者の主張と符合しない上、当該加入手続より前の時期において、請求者が

当該記号番号により国民年金保険料を納付することはできない。 

また、請求者に係るＡ市の国民年金被保険者名簿には、平成３年 10月 18 日の届出により昭

和 60 年４月１日に遡って新規で国民年金の被保険者資格を取得した旨、当該届出の翌月であ

る平成３年 11 月から国民年金保険料の口座振替が開始された旨の記載がある上、請求期間に

係る国民年金保険料が納付された記載は見当たらない。 

さらに、Ａ市は、請求期間当時、国民年金の加入手続を戸別訪問により行うことはなかった

旨回答しているところ、同市の広報「Ａ」（昭和 50 年２月１日発行）を見ると、国民年金保険

料について、それまで一部の地域で市の係員が戸別に徴収する取扱いを行っていたが、昭和 50

年度分から戸別徴収制度を廃止することになった旨の記載が確認でき、当該取扱いは、請求者

の主張と符合しない。 

加えて、請求者が請求期間に係る国民年金保険料を納付するためには、前述の記号番号とは

別の記号番号の払出しが必要となるところ、請求者に対する別の記号番号の払出しの有無につ

いて、社会保険オンラインシステム等により氏名検索を行ったが、別の記号番号が請求者に払

い出された記録は見当たらない。 

また、請求者は、請求期間に係る国民年金保険料の納付金額、領収書の交付等について、具



体的に記憶しておらず、このほかに、請求者が、請求期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）はなく、請求者の国民年金保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が 

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300651 号 

厚生局事案番号 ：  近畿（国）第 2400009 号 

 

第１ 結論 

昭和 62 年３月から平成３年 11 月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 62年３月から平成３年 11月まで              

子供ができたことを機に、夫婦で国民年金に加入しようと思い、昭和 63年 10 月頃に当時

同居していた義母の勧めで市役所の職員（以下「集金人」という。）に自宅まで来てもらって

加入手続をした。 

その際に、集金人から厚生年金保険の資格喪失時まで遡って国民年金保険料を納付した方

がよいと言われて、数年分の国民年金保険料をまとめて現金で納付し、その後口座振替を開

始するまでの国民年金保険料についても、自宅において集金人にその都度現金で納付したの

に、請求期間の国民年金保険料が未納となっているので、調査の上、年金記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、請求期間について、昭和 63 年 10 月頃に自宅において集金人を通じて国民年金の

加入手続をし、その際に遡って数年分の国民年金保険料を現金で納付した旨、その後の国民年

金保険料についても、自宅において集金人にその都度現金で納付した旨主張しているが、初め

て国民年金の加入手続が行われた場合、年金記録を管理するための国民年金手帳記号番号（以

下「記号番号」という。）が払い出されるところ、請求者の記号番号（＊）前後の国民年金被保

険者の記録から判断すると、請求者の加入手続は請求期間より後の平成３年 11 月頃に行われ

たと推認でき、請求者の主張と符合しない上、当該加入手続より前の時期において、請求者が

当該記号番号により国民年金保険料を納付することはできない。 

また、請求者に係るＡ市の国民年金被保険者名簿には、平成３年 11月 19 日の届出により昭

和 62 年３月 14日に遡って新規で国民年金の被保険者資格を取得した旨、当該届出の翌月であ

る平成３年 12 月から国民年金保険料の口座振替が開始された旨の記載がある上、請求期間に

係る国民年金保険料が納付された記載は見当たらない。 

さらに、Ａ市は、請求期間当時、国民年金の加入手続を戸別訪問により行うことはなかった

旨回答しているところ、同市の広報「Ａ」（昭和 50 年２月１日発行）を見ると、国民年金保険

料について、それまで一部の地域で市の係員が戸別に徴収する取扱いを行っていたが、昭和 50

年度分から戸別徴収制度を廃止することになった旨の記載が確認でき、当該取扱いは、請求者

の主張と符合しない。 

加えて、請求者が請求期間に係る国民年金保険料を納付するためには、前述の記号番号とは

別の記号番号の払出しが必要となるところ、請求者に対する別の記号番号の払出しの有無につ

いて、社会保険オンラインシステム等により氏名検索を行ったが、別の記号番号が請求者に払

い出された記録は見当たらない。 



また、請求者は、請求期間に係る国民年金保険料の納付金額、領収書の交付等について、具

体的に記憶しておらず、このほかに、請求者が、請求期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）はなく、請求者の国民年金保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が 

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300792 号 

厚生局事案番号 ：  近畿（厚）第 2400024 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 60年３月 31日から同年４月１日まで              

Ａ社を昭和 60 年３月末日付けで退職したが、年金記録を見ると、Ａ社における厚生年金

保険被保険者資格の喪失年月日は同年３月 31 日となっており、36 か月勤務したにも関わら

ず、被保険者月数がひと月足りない。 

昭和 60 年３月 31 日は日曜日であったため出勤はしていないが、３月 31 日付けで退職す

る旨を上司に伝えたことは覚えているので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、被保険者記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、請求者が請求期間において、厚生年金保険の被保険者

として勤務又は在籍していた事実が認められた上で、被保険者として負担すべき厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認められることが要件とされているとこ

ろ、Ａ社の後継事業所であるＢ社は、Ａ社から引き継いだデータの記載内容を基に、請求者

の勤務期間は昭和 57 年４月１日から昭和 60 年３月 30 日までである旨回答している上、雇用

保険の記録によると、請求者のＡ社における離職年月日は昭和 60年３月 30 日である。 

また、企業年金連合会から提出された請求者の中脱記録照会（回答）及び請求者から提出

された厚生年金基金連合会のＣ厚生年金基金に係る通知（昭和 60 年７月１日付け）を見ると、

加入員資格の喪失年月日はいずれも厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日と同日の昭和 60

年３月 31日であり、これらの記録は厚生年金保険の被保険者記録と整合している。 

さらに、Ｂ社は、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料控除について、不明である旨回

答している上、請求者は、請求期間当時に給与振込に使用していたとする預金通帳の一部を

提出しているが、当該預金通帳の振込額からは、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料控

除について推認することができない。 

このほか、請求者の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認

又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年

金保険の被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

 

 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300791 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 2400010 号 

 

第１ 結論 

   昭和 59 年４月から平成３年７月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日  ： 昭和 38 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間  ： 昭和 59 年４月から平成３年７月まで 

   私は、母の勧めにより昭和 61 年４月にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行った。 

   その際、２年遡って国民年金保険料を納付することができるとの説明があったので、昭和

59 年４月から昭和 61 年３月までの２年分の保険料と昭和 61 年４月分の保険料を一括して

Ａ市Ｂ区役所の年金窓口で納付した。 

 また、昭和 61 年５月以降の保険料については、元号が平成になるまでの期間は自分で毎

月Ｃ信用金庫Ｄ支店の窓口で納付し、平成になってからの期間は、アルバイトをするように

なり、自分で窓口に納付に行くことができなくなったため、父が、父と母、そして私の分を

合わせた３人分を毎月Ｃ信用金庫Ｄ支店の窓口で納付したのに、請求期間の国民年金保険料

は未納となっており、納得できない。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は昭和 61 年４月にＡ市Ｂ区役所において、国民年金の加入手続を行った旨主張して

いるが、初めて国民年金の加入手続が行われた場合、国民年金手帳記号番号（以下「記号番号」

という。）が払い出されるところ、請求者の記号番号は、当該記号番号の前後の被保険者記録及

び請求者から提出された平成５年度国民年金保険料払込通知書の記載内容から判断すると、平

成５年９月頃に行われた国民年金の加入手続により払い出されたものと推認でき、請求者が主

張する加入手続時期と符合しない。 

 また、国民年金法の時効に関する規定により、国民年金保険料を遡って納付することができ

る期間は２年と規定されていることから、前述の加入手続時点（平成５年９月頃）において、

請求期間に係る国民年金保険料は、時効により納付することはできない。 

 さらに、請求者が請求期間に係る国民年金保険料を納付するためには、現在所持している年

金手帳の記号番号とは別の記号番号の払出しが必要となるところ、請求者は、現在所持してい

る年金手帳以外に年金手帳は交付されていない旨陳述している上、別の記号番号の払出しの有

無について、社会保険オンラインシステム等により氏名検索を行ったが、請求者に対する別の

記号番号の払出しは確認できない。 

このほか、請求者が、請求期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書控等）はなく、請求者の国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

 これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300806 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 2400011 号 

 

第１ 結論 

昭和 45年＊月から昭和46年２月までの請求期間及び昭和 51年１月から昭和 55年４月まで

の請求期間については、国民年金保険料を納付した期間に訂正することを認めることはできな

い。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 45 年＊月から昭和 46 年２月まで 

            ② 昭和 51 年１月から昭和 55年４月まで 

   私が 20 歳になった時、父がＡ市Ｂ区役所で、他の兄弟と同様に私の国民年金の加入手続

をしてくれており、請求期間①の国民年金保険料については、当時、学生だった私は就職ま

での期間、同区役所でアルバイトをしていたため、納付するのが大変便利だったと記憶して

いるが、国の記録では未加入期間とされている。 

   また、婚姻後、Ｃ県Ｄ市に転入したが、土地に不慣れだったため、同市に転入した当初の

請求期間②の国民年金保険料を未納にしていたところ、テレビ等で特例納付制度を知り、同

市役所Ｅ出張所に赴き、未納だった請求期間②の国民年金保険料を数回に分けて全て納付し、

当時のパンフレットも所持しているにもかかわらず、国の記録では未納とされている。 

   私の記憶では、請求期間①及び②の国民年金保険料はいずれも納付しているので、国の年

金記録を納付済みに訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は、20 歳になった時、父がＡ市Ｂ区役所において国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料は請求者自身が同区役所で納付した旨主張しているが、初め

て国民年金の加入手続が行われた場合、国民年金手帳記号番号（以下「記号番号」という。）が

払い出されるところ、請求者の記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる

と、昭和 50 年６月に払い出されている上、当該記号番号前後の国民年金被保険者の記録から

判断すると、同年４月頃に行われた加入手続により払い出されたものと推認でき、請求者が主

張する加入手続時期と符合しない。 

また、請求者が請求期間①の国民年金保険料を納付するためには、前述の記号番号とは別の

記号番号の払出しが必要となるところ、請求者に対する別の記号番号の払出しの有無について、

社会保険オンラインシステム等により氏名検索を行ったが、請求者に対する別の記号番号の払

出しは確認できない。 

さらに、請求者は請求期間①において学生だった旨陳述しているところ、当時、学生は国民

年金の強制加入の対象ではなかった上、前述の加入手続時期を踏まえると、請求期間①は国民

年金に未加入の期間であり、請求者は、請求期間①の国民年金保険料を納付することができな

かったものと考えられる。 

請求期間②について、戸籍の附票によると、請求者がＡ市からＤ市に転居したのは昭和 51年

２月 26 日であることが確認できるものの、請求者が所持する年金手帳、請求者に係る国民年



金被保険者台帳並びにＡ市及びＤ市の国民年金被保険者名簿によると、国民年金記録における

住所変更は昭和 55 年５月 22 日に行われており、Ｄ市において、同日まで請求者は国民年金被

保険者として管理されておらず、請求者は、請求期間②の国民年金保険料を納付することがで

きなかったものと考えられる。 

また、戸籍謄本によると、請求者は昭和 51 年３月＊日に婚姻しており、オンライン記録に

よると、配偶者は厚生年金保険の被保険者であることが確認できるところ、Ｄ市の国民年金被

保険者名簿によると、請求者は、前述の住所変更日である昭和 55年５月 22 日付で、任意加入

被保険者としての申出により、国民年金の被保険者資格を喪失していることから、請求期間②

のうち、昭和 51 年３月＊日以降の期間については、国民年金の任意加入の対象期間であった

ことが認められる。 

一方、請求者は、請求期間②の国民年金保険料を特例納付した旨主張しているところ、前述

の国民年金の住所変更日である昭和 55 年５月 22日時点において、国民年金保険料の第３回特

例納付制度の実施期間（昭和 53 年７月 1 日から昭和 55 年６月 30 日まで）中であり、請求者

から提出されたＤ市のパンフレットにおいても、当該制度に係る記載が確認できる。 

しかしながら、第３回特例納付制度の対象者は、強制加入の被保険者又は被保険者であった

者であって、昭和 53 年３月以前の被保険者期間のうち、保険料を徴収する権利が時効によっ

て消滅している期間を有する者が、特例的に当該期間について納付することができる制度であ

るところ、前述のとおり、請求者は、請求期間②の大半の期間において、国民年金の任意加入

の対象期間であることから、当該制度により国民年金保険料を納付することができなかったも

のと考えられる。 

また、特例納付が行われた場合には、国民年金被保険者台帳にその納付内容を記載すること

とされているが、請求者の国民年金被保険者台帳において、第３回特例納付制度により国民年

金保険料が納付されたことを示す記載は確認できない。 

このほか、請求者が、請求期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）はなく、請求者の国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間①及び②の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300830 号 

厚生局事案番号 ：  近畿（厚）第 2400025 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 令和元年 11 月 18 日から令和３年 12 月 28 日まで  

令和元年 11 月 17 日にＡ社を退職したにもかかわらず、年金記録では、同社における厚生

年金保険被保険者資格の喪失年月日は令和３年 12 月 28 日と記録されている。令和元年 11

月 17 日にＡ社を退職した後は、同社から給料を受け取っておらず、厚生年金保険料を負担

していないので、同社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を令和３年 12 月 28

日から令和元年 11 月 18 日に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社は、令和５年 12 月に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、同社の元事業主に照会したものの、回答が得られないため、請求者の請求期間に

おける勤務状況及び請求者の退職年月日について、事業所及び元事業主に確認することができ

ない。 

また、Ａ社に係る商業登記の記録によると、請求期間において、前述の元事業主のほかにも

う一人の代表取締役が就任していることが確認できるところ、当該代表取締役は、請求者の退

職年月日は不明であり、請求期間における請求者の勤務状況も分からない旨陳述及び回答して

おり、請求者の退職年月日を特定することができない。 

さらに、請求期間にＡ社における厚生年金保険の被保険者記録がある者に照会したところ、

当該照会において、請求者を知っていると回答した二人は、いずれも、請求者が請求期間にお

いて同社に勤務していたか否かは分からない旨回答しており、これらの者から、請求者が請求

期間において、同社に勤務していなかったことをうかがわせる事情は確認できない。 

加えて、オンライン記録によると、請求者に係る令和２年９月及び令和３年９月の定時決定

は、事業主からの届出により、令和２年 10 月２日及び令和３年７月８日に、それぞれ処理さ

れている上、日本年金機構が保管する請求者に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

によると、喪失年月日欄には「令和３年 12 月 28 日」、喪失原因欄には「退職等（令和３年 12

月 27 日退職等）」と記されている。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険被保険者資格の有無について、確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者の請求期間

に係る厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めることはできない。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300807 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 2400026 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 63 年６月 21 日から同年７月１日まで 

私は、昭和 63 年６月 21日にＡ社に入社し、本社Ｂ部で勤務したが、同社における厚生年

金保険被保険者資格の取得年月日は、同年７月１日となっているので、調査の上、年金記録

の訂正を願いたいと、令和４年８月９日に訂正請求を行ったが、請求期間の勤務実態及び厚

生年金保険料控除実態が確認できないなどの理由で、同年 12月 20 日に厚生局において不訂

正決定を受けた。 

しかし、その後、私が昭和 63 年６月 21日にＡ社に入社したことを示す書類が見つかった

ので、再調査の上、年金記録の訂正を願いたい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者の訂正請求については、ⅰ）Ａ社及び同社の担当者は、当時の資料の保管はなく、請

求者の請求期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無について、それぞれ不明である

旨回答及び陳述していること、ⅱ）Ａ社における同僚照会において、請求者を知っているとし

た複数の元同僚は、請求者の同社における入社年月日については覚えていない旨それぞれ回答

及び陳述しており、請求者の請求期間に係る勤務実態について確認することができないこと等

から、既に令和４年 12月 20 日付けで、年金記録の訂正をしないこととする近畿厚生局長の決

定が通知されている。 

これに対し、請求者は、今回新たに、請求者のＡ社における就職年月日が昭和 63 年６月 21

日である旨記載された、同社が平成９年９月 25 日付けで発行した、請求者の平成８年分の年

収及び平成９年９月分の給与に係る給与証明書を提出し、２回目の訂正請求を行っているもの

である。 

しかしながら、上記給与証明書を添え、Ａ社に照会したところ、同社は、請求者の入社年月

日について、昭和 63 年６月 21 日であったとしているものの、当該証明書の他に、請求者に係

る資料（雇用契約書、労働者名簿、タイムカード等）を保管しておらず、請求者の請求期間に

係る勤務実態（勤務形態、勤務状況等）を確認できない旨、及び請求者の給与から請求期間に

係る厚生年金保険料を控除したか否か不明である旨回答している。 

また、当該給与証明書において、請求期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されたこと

を確認又は推認することはできない。 

このほか、請求者の請求内容及びこれまでに収集した資料等を含めて再度検討したが、当初

の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、請求者が厚生年金保険被保険者とし

て、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 


